
 

監査結果（包括外部監査）に係る措置通知書 

 

市 民 局  （平成２６年度） 

監 査 結 果 

（指 摘 事 項） 
改 善 措 置 

Ⅲ．市民局における歳入 

４．(4)仙台国際センター 

【指摘 9】（附帯設備の使用実態にあわせた

規則の見直しについて） 

規則上、貸出を行う附帯設備として記載

されているが、国際センターにおいて HP

や貸出申込者用に準備してある貸出品の

リストに掲載されていないものは表Ⅲ

-4-(4)-2のとおりである。 

 

表Ⅲ-4-(4)-2 

施行規則上の附帯設備 使用料（円） 型番 購入単価（円） 数量 金額（円）

プロジェクター３ 2,100 ビデオプロジェクター　LVP-120X 780,000 2 1,560,000
リヤ型プロジェクタ－ 3,100 リアプロジェクター　70Ｐ-Ｘ2 200,000 1 200,000
３５ミリ映写機 6,300 35mm  映写機　Ｆ-Ｖ300 5,665,000 2 11,330,000
１６ミリ映写機 4,200 16mm  映写機　ＬＸ-2200 2,317,500 3 6,952,500
移動型１６ミリ映写機 2,100 16mm  映写機　ＣＸ350 643,750 1 643,750
スライド映写機 2,100 スライド映写機  1200XENON 1,277,200 6 7,663,200
移動式スライド映写機１ 2,100 スライド映写機  550XENON 530,450 4 2,121,800
移動式スライド映写機２ 1,000 スライド映写機　ﾊｲﾙｯｸｽｽﾞｰﾑ300 243,080 6 1,458,480
移動式スライド映写機3 400 スライド映写機　ﾂｲﾝｷｬﾋﾞﾝｽｰﾊﾟｰ 39,758 8 318,064
ハイビジョンVTR 12,600 VTR　AU-HD1500 12,720,500 1 12,720,500
VTR３ 500 ＶＴＲ  AE-52他 70,000 3 210,000
VTR４ 500 ＶＴＲ  EVO-9500 120,000 7 840,000
方式変換ビデオ 1,000 ＶＴＲ　方式変換　ＮＶ-W1 180,000 2 360,000
16ミリトランスビデオ 1,000 16ミリトランスビデオ　TRV-16G 478,950 1 478,950
スライドトランスビデオ 1,000 スライドトランスビデオ　TRV35G 253,380 1 253,380
OHP１ 1,000 OHP　HP-A380 131,600 3 394,800
OHP２ 1,000 OHP　HP-A305SOLAR 163,152 2 326,304
OHP３ 400 OHP　3200 90,640 3 271,920  

 

これらの現物は全て国際センター内に

保管されているが、故障、破損、陳腐化（ア

プリケーションなし）、部品なし、現代に

適合しない（高熱になりフィルム破損の恐

れ）等の状態にあり、故障又は故障してい

ない場合でも使用が現実的ではないと思

われるものである。このような事が発生し

たのは、規則が現実についていけていない

ことが原因である。規則の見直し等の対応

が必要である。 

 

 

平成 27 年 4 月 1 日付けで仙台国際セン

ター条例施行規則を改正し、表Ⅲ-4-(4)-2

の附帯設備の削除を行い、規則と使用実態

との整合を図った。 

また、規則、貸出備品一覧、貸出品のリ

スト、附帯設備現物とが整合するよう定期

的な確認を行うこととした。 
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市 民 局  （平成２６年度） 

監 査 結 果 

（指 摘 事 項） 
改 善 措 置 

【指摘 10】（貸出品から除外されている附

帯設備について） 

市の所有する附帯設備であり現物が国

際センターに保管されているにもかかわ

らず、市の貸出品の一覧表である「貸付備

品一覧」に計上されていないものは表Ⅲ

-4-(4)-3 である。なお、国際センターでは

年 1 回貸出品の棚卸を行っているが、「貸

付備品一覧」から現物を当たるため、漏れ

があることに気が付かなかった。 

 

表Ⅲ-4-(4)-3 

 

施行規則上の附帯設備 使用料（円） 

VTR1 800 

VTR2 600 

 

 これらの附帯設備は機能的に陳腐化し、

今後貸出が見込まれないものであっても

所有権は市にあるのであって、貸出の状態

は継続されているのであるから、市は当該

リストから削除することなく、貸出状態が

解消されない限り同リストに計上してお

くべきである。 

 

 

表Ⅲ-4-(4)-3 の附帯設備は既に故障し使

用できない状態にあったため、国際センタ

ーから市へ備品を返還し貸付を取りやめ

た上、平成 27 年 4 月 1 日付けで仙台国際

センター条例施行規則を改正し、同規則か

ら当該附帯設備の削除を行い、規則と使用

実態との整合を図った。 

また、規則、貸出備品一覧、貸出品のリ

スト、附帯設備現物とが整合するよう定期

的な確認を行うこととした。 

 

 


